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１. 官民協議会の運営

官民協議会下で実施してきた各種会合については、必要に応じ引き続き実施する。

①官民協議会
事務局：国土交通省航空局無人航空機安全課（以下「無人機課」という。）

               経済産業省製造産業局次世代空モビリティ政策室（以下「空モビ室」という。）
内 容： ②～⑦の検討内容の報告等

②実務者会合
事務局：国交省航空局無人機課、経産省製造産業局空モビ室
内 容： ③～⑦の検討内容の共有と議論、ロードマップの改訂、ConOpsの改訂等

③ユースケース検討会
事務局：経産省製造産業局空モビ室
内 容： ユースケースやその実現に向けた課題の検討・議論

④機体の安全基準WG、技能証明WG、運航安全基準WG、事業制度WG、離着陸場WG
事務局：国交省航空局無人機課

（機体の安全基準WG：航空機安全課、運航安全基準WG：マルチ航空モビリティ交通管制調整室、
 離着陸場WG：空港計画課、経産省製造産業局空モビ室と共同）

内 容： 各種制度（無操縦者航空機含む）の検討

⑤自律飛行等スタディグループ
事務局：国交省航空局無人機課、航空機安全課、マルチ航空モビリティ交通管制調整室
内 容： 自律飛行等にかかるグランドデザインの検討

⑥交通管理タスクフォース
事務局：国交省航空局無人機課、マルチ航空モビリティ交通管制調整室
内 容： 空飛ぶクルマの交通管理に特化した検討

⑦小型無操縦者航空機タスクフォース
事務局：国交省航空局無人機課、航空機安全課
内 容： 小型の無操縦者航空機による貨物輸送等の早期実現に向けた検討
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２. 令和８年度の検討項目

（１）空飛ぶクルマの制度整備に係る検討

令和９年度又は１０年度から想定されている商用運航の開始とその後の拡大に向け以下を実施する。

• 初期商用運航に必要な制度整備のうち残された課題等の整理と検討を実施（R7年度までに方針整理した

項目に関するガイドライン・通達の策定・改訂を含む）

• 商用運航の拡大や多様な機体、高度な運航（自動・自律飛行、高密度運航等）に対応するための制度整

備について検討を実施（中長期課題の検討等）

（２）無操縦者航空機に係る検討

新たに設置した「小型無操縦者航空機TF」において、小型の無操縦者航空機を用いた貨物輸送等の事業の

実現に向け、当該機体の開発促進に向けた開発機による有償実証飛行のあり方を検討するとともに、諸外国の

基準も参考にしたリスクベースの耐空性・運航の基準の検討を実施

（３）次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト

令和８年度は以下の取組を実施する。

• ヘリコプターを用いた飛行実証とシミュレーションを組み合わせて、イレギュラー運航（飛行中の目的地変更

等）や空港乗り入れに対応するAATMサービスの検証

• 低高度における無人機・有人機含めた空域の動的設定管理の運用手順の検討

3



３. 今後の短期的な取組
2025年 2027/2028年 2030年～

制
度
整
備

交
通
管
理

バ
ー
テ
ィ

ポ
ー
ト

機
体
の

審
査

万博に必要な
制度整備

（代表例）
・全体：垂直離着陸・電動化の整理
・機体：空飛ぶクルマの特徴に対応した

 特別要件の設定
・技能証明：飛行経歴を型式毎に設定可能
・運航：必要搭載燃料を機体の性能等に応

 じ柔軟に設定可能
・事業制度：最低安全飛行高度の条件緩和
・離着陸場：VP整備指針の策定

場外離着陸場基準改正

遠隔操縦に必要な制度整備

遠隔操縦による
旅客輸送開始

商用運航に必要な制度整備

商用運航開始大阪・関西万博

（代表例）
・機体：型式毎に騒音基準を設定
・技能証明：型式毎の試験内容

 及び飛行経歴を設定
・空域・運航：初期AATMやAAM

ルート設定等の基準策定
・事業制度：型式毎に定める事項

 の判定基準整理
・離着陸場：VP整備指針改訂や基準化の

検討、設置に必要な手続き等
の整理

（代表例）
・機体：（技術動向に応じた基準整備）
・技能証明：RPASのライセンスの基準整備
・空域・運航：AATMやAAMコリドー設定等の制度整備
・事業制度：遠隔操縦での旅客輸送に対応した制度整備
・離着陸場：国際動向も踏まえた基準検討／見直し

万博での交通管理を行う
基準・体制整備

法第79条ただし書きでの
場外離着陸場の許可

初期商用運航での交通管理実現に
向けた制度・体制整備

万博交通管理サービスの提供
・ 空域・ルートの周知、飛行計画

調整、モニタリング、情報提供・
情報共有
・ ADS-B受信装置等施設整備

初期商用運航機の型式証明の審査

法第11条ただし書きでの
飛行許可

現状の枠組み内での交通管理
・ 空港アクセス実現に向けた運用検証
・情報連携に係る研究開発

新たな枠組みでの交通管理実現
・ AAMコリドー設定等の制度整備に向けた検討
・ モニタリング技術等に係る研究開発
・必要に応じた機器・施設整備

バーティポート整備指針を参考に準備
（候補地選定、設計～施工、環境アセス、工事、審査等）

バーティポート整備基準に基づき設
置許可

RPAS国内法制化

型式証明・耐空証明

その後の運航拡大に対する交通管理実現に向けた
制度・体制整備

自動・自律運航に必要な制度整備自動・自律運航に関する
グランドデザイン

2026年
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